
【表紙】

【提出書類】 訂正報告書

【根拠条文】 法第27条の25第４項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名
称】

ニュートン　インベストメント　リミテッド(NEWTONE INVESTMENT LIMITED)

【住所又は本
店所在地】

スィートC,６／F，キャメロンプラザ，２３－２５A　キャメロンロード、チ
ムサアチョイ,カオルーン,中華人民共和国香港特別行政区(SuiteC,6/F,
Cameron Plaza,23-25A Cameron Road,Tsim Sha Tsui,Kowloon,Hong Kong.)

【報告義務発
生日】

平成22年8月11日

【提出日】 平成22年8月20日

【提出者及び
共同保有者の
総数（名）】

1

【提出形態】 その他

【変更報告書
提出事由】

該当事項ありません。
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【表紙】  

   

【提出書類】 訂正報告書

【根拠条文】 法第27条の25第４項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】
ニュートン　インベストメント　リミテッド(NEWTONE
INVESTMENT LIMITED)

【住所又は本店所在地】

スウィートシー、６階、キャメロンプラザ、２３－２５エー　
キャメロンロード、チムサアチョイ、カオルーン、中華人民共
和国香港特別行政区(SuiteC,6/F,Cameron Plaza,23-25A
Cameron Road,Tsim Sha Tsui,Kowloon,Hong Kong.)

【報告義務発生日】 平成22年8月11日

【提出日】 平成22年8月20日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 1

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 該当事項ありません

 
 
 
 
【本文】
 
【発行者に関する事項】

発行者の名称  株式会社アークコア

証券コード  3384

上場・店頭の別  上場

上場金融商品取引所  名証セントレックス

【提出者に関する事項】

個人・法人の別  法人(株式会社)

氏名又は名称
 ニュートン　インベストメント　リミテッド(NEWTONE INVESTMENT
LIMITED)

住所又は本店所在地

スィートC,６／F，キャメロンプラザ，２３－２５A　キャメロンロー
ド、チムサアチョイ,カオルーン,中華人民共和国香港特別行政区
(SuiteC,6/F,Cameron Plaza,23-25A Cameron Road,Tsim Sha Tsui,
Kowloon,Hong Kong.)

事務上の連絡先及び担当者名
 東京都中央区湊三丁目8番1号リエトコートアルクスタワー308
号室(日本連絡事務所)　、財務部長　石川武明

電話番号  03-6222-1001

 
【訂正事項】
訂正される報告書の
報告義務発生日

 平成22年8月12日
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訂正前

 
[表紙]
[氏名又は名称]ニュートン　インベストメント　リミテッド
[住所又は本店所在地]スウィートシー、６階、キャメロンプラザ、２３－
２５エー　キャメロンロード、チムサアチョイ、カオルーン、中華人民
共和国香港特別行政区
[報告義務発生日]平成22年8月12日
[提出者及び共同保有者の総数（名）]該当ありません。
[本文]
第2[提出者に関する事項]
１[提出者（大量保有者）／１]
（１）[提出者の概要]①[提出者（大量保有者）]
氏名又は名称：NEWTONE INVESTMENT LIMITED
住所又は本店所在地：スィートC,６／F，キャメロンプラザ，２３－２
５A　キャメロンロード、チムサアチョイ,カオルーン,中華人民共和国香
港特別行政区

訂正後

 
[表紙]
[氏名又は名称]ニュートン　インベストメント　リミテッド(NEWTONE
INVESTMENT LIMITED)
[住所又は本店所在地]スィートC,６／F，キャメロンプラザ，２３－２
５A　キャメロンロード、チムサアチョイ,カオルーン,中華人民共和国
香港特別行政区(SuiteC,6/F,Cameron Plaza,23-25A Cameron Road,
Tsim Sha Tsui,Kowloon,Hong Kong.)
[報告義務発生日]平成22年8月11日
[提出者及び共同保有者の総数（名）]1名。
[本文]
第2[提出者に関する事項]
１[提出者（大量保有者）／１]
（１）[提出者の概要]①[提出者（大量保有者）]
氏名又は名称：ニュートン　インベストメント　リミテッド(NEWTONE
INVESTMENT LIMITED)
住所又は本店所在地：スィートC,６／F，キャメロンプラザ，２３－２
５A　キャメロンロード、チムサアチョイ,カオルーン,中華人民共和国香
港特別行政区(SuiteC,6/F,Cameron Plaza,23-25A Cameron Road,Tsim
Sha Tsui,Kowloon,Hong Kong.)
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